
令和５年７月２７日
酒田市健康福祉部高齢者支援課

１ 介護保険制度について（Ｐ2～）

２ 酒田市の状況について（Ｐ７～）

３ 計画策定について（Ｐ１２～）

４ 第８期計画について（Ｐ１９～）

（１）基本理念、基本目標

（２）重点事項・事業運営の主要課題

・介護サービス基盤の整備

・日常生活圏域及び地域包括支援センター

・介護保険料 等

第９期酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

第１回策定に関する懇話会資料
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資料 １
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（１） 介護保険制度の概要

介護保険制度とは・・・

介護が必要な方やその家族が抱えている
「介護に対する不安や負担」を

社会全体で支えあう仕組み。
高齢になり、心身が弱くなったときでも、介護

サービスを上手に活用して、安心して暮らしていけ
るように支援するための制度です。また介護を必要
とせず元気に暮らすための介護予防を推進していく

ものです。

寿命が延びた

少子高齢化

核家族化
出生率の低下

介護ニーズの増加！介護予防の大切さ！

・要介護高齢者の増加
・介護期間の長期化
・要介護者を支えてきた家族をめぐる状
況の変化

１ 介護保険制度について



一般高齢者

（２） 介護保険制度の理念
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（国民の努力及び義務）
第４条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢によって
生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状
態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医
療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持
向上に努めるものとする。

〇高齢者の自立支援と介護予防
〇要介護度の重度化防止

要支援者 要介護者

予防、改善

重度化防止× ×
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利用者（被保険者）

介護サービス
事業者

介護保険者
（酒田市）

費用の1～３割を
支払う

費用の9～７割を
支払う

保険料を
納めるサービス

利用

介護サービス
の費用

半分は保険料半分は税金

約 23％

約 27 ％

（３） サービスの仕組みと財源構成

９
～
７
割

1

～

3

割



（４） 介護サービスの種類
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サービスの種類 主な介護サービス

自宅で受けるサービス ・訪問介護（ホームヘルプサービス）

（居宅サービス） ・訪問入浴

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

日帰りで受けるサービス ・通所介護（デイサービス）

（通所サービス） ・通所リハビリテーション（デイケア）

・短期入所生活介護（ショートステイ）

・短期入所療養介護（ショートステイ）

・福祉用具の貸与（車いす・特殊ベッド・歩行器等）

・福祉用具購入費の支給（腰掛け便座・入浴補助用具等）

・住宅改修費の支給（手すりやスロープの設置等）

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

・介護老人保健施設（老人保健施設）

・療養型医療施設（介護医療院）

特定施設入所者生活介護 ・介護サービス付き有料老人ホームやケアハウス

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス）

・地域密着型介護老人福祉施設（ミニ特養）

・定期巡回型訪問介護・看護　　他

短期入所サービス

地域密着型サービス

自宅での暮らしを支援するサー

ビス

施設サービス



（出典：社会保障審議会資料R050524)
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２．酒田市の状況
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（１） 高齢者人口の状況

※各年３月末現在の住民基本台帳人口をもとに、コーホート法により推計

（人）
H29 R2 R5 R8推計 R11推計

酒田市総人口 105,045 100,745 96,777 92,478 88,057
高齢者人口 35,324 35,947 36,115 35,729 35,031

65～74歳 16,544 17,067 16,689 14,845 13,583
75歳～ 18,780 18,880 19,426 20,884 21,448

高齢化率 33.6% 35.7% 37.3% 38.6% 39.8%
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（２） 単身高齢者、認知症高齢者（Ⅱ以上）の状況
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①単身高齢者の状況 ②認知症高齢者の状況

（人） （人）

H30 R1 R3 R3 R4 H30 R1 R2 R3 R4

単身高齢者 4,469 5,082 5,341 5,678 5,562 認知症高齢者 4,601 4,695 4,643 4,553 4,441

高齢者に占める割合 12.5% 14.1% 14.8% 15.7% 15.4% 高齢者に占める割合 12.9% 13.1% 12.9% 12.6% 12.3%

※民生委員調査（11月1日時点）より。高齢者人口は各年度９月末。 ※認知症高齢者自立度調査（各年度4月1日）より。高齢者人口は各年度9月末。
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（３） 要介護認定者数の推移
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・令和４年度までは各年度９月の実績、令和５年度は５月末の実績
・要介護認定者数は、短期的には令和４年９月との比較で13５人減少し、認定率は0.3ポイン
トの減少となった。近年の状況としては、平成２９年度に総合事業が開始されたことにより、
軽度者が要介護認知更新時にチェックリストに移行し、認定率・認定者数が減少した。現在は、
若干の変動はあるものの、横ばい傾向にある。
・介護度別割合では、山形県と傾向が似ているが、全国と比べ、軽度者（要支援１～要介護
２）の割合が低く、重度者（要介護３～５）の割合が高い。
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（４） 介護サービス給付費の推移
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※給付費には、審査支払手数料や高額介護サービス費を含んでいます。
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【日常生活圏域設定の考え方】
本市における日常生活圏域の設定にあたっては、面積や人口だけでなく、小中学校区、旧行

政区、住民の生活形態、地域づくり活動の単位など地域の特性を総合的に勘案した圏域としま
す。
○生活圏の基本となる小学校区を１つの単位とし、小学校区を複数まとめた地域を日常生活圏
域としています。
○面積や高齢者人口、高齢化率、福祉施設等社会資源の整備状況、コミュニティや地域ネット
ワークの繋がり等を考慮しています。
○日常生活圏域に１つの地域包括支援センターを配置しています。
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【日常生活圏域と地域包括支援センター】

（５）日常生活圏域と地域包括支援センター

（地域包括支援センター業務）
・介護等に関する総合相談
・高齢者虐待や成年後見の相談
・ケアマネジャーへの支援
・介護予防ケアマネジメント 他

日常生活圏域（学区・地区） 包括名称

第１  琢成、松陵学区 なかまち

第２  浜田、若浜、飛島学区 にいだ

第３  亀ヶ崎、松原学区 はくちょう

第４  富士見、泉学区 あけぼの

第５  浜中、黒森、十坂、宮野浦、 新堀、広野学区 かわみなみ

第６  南遊佐、鳥海、西荒瀬学区 ほくぶ

第７ 平田学区 ひがし

第８  八幡総合支所管内 やわた

第９  松山総合支所管内 まつやま

第１０  平田総合支所管内 ひらた



●老人福祉法（抜粋）

第二十条の八 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」と
いう。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のも
のとして作成されなければならない。

８ 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定によ
る計画であって老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

●介護保険法（抜粋）

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する市町村老人福祉計画と一体
のものとして作成されなければならない。

９ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第
一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

３ 計画策定について
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画とは・・・

高齢者に対する施策の総合的な展開を図る計画

高齢者保健福祉計画
地域における高齢者福祉全般の施策を対象と

した計画
老人福祉法

介護保険事業計画
介護保険サービスや地域支援事業等、介護保

険特別会計の施策を対象とした計画
介護保険法
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計画の位置づけイメージ（第８期）

※介護保険事業計画は高齢者保健福祉計画に含まれるような関係であり、総合計画、地
域福祉計画等における高齢者施策の考え方との整合性を図りながら策定する。

13

山
形
県
保
健
医
療
計
画

山
形
県
老
人
保
健
福
祉
計
画

山
形
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画

酒
田
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

酒
田
市
介
護
保
険
事
業
計
画

酒田市

酒田市教育振興
基本計画

酒
田
市
ス
ポ
ー

ツ
推
進
計
画

山形県

酒
田
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

酒
田
市
障
が
い
者
福
祉
計
画

さ
か
た
健
康
づ
く
り
ビ
ジ
ョ

ン

酒
田
市
生
涯
学
習
推
進
計
画

酒
田
市
文
化
芸
術
推
進
計
画

酒田市総合計画

酒田市地域福祉計画

（整合性を図る）



計画の策定体制と策定委員会の役割（案）
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            酒田市介護保険条例の改正（介護保険料の改正）  

 

 

           （保険料・施設整備・日常生活 

            圏域の設定等） 

           （保険料・施設整備・日常生活 

            圏域の設定等） 

 

                 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 会 

庁 議 

政策会議 

 

計画策定委員会 

（調整会議を兼ねる） 
山形県 

（高齢者支援課） 

計画策定に 

関する懇話会 

介護保険運営協議会 

地域包括支援センター 

運営協議会 

地域密着型サービスの 

運営に関する委員会 

関係する会議 

意見聴取 

意見聴取 
協 議 



●介護保険法（抜粋）
第百十七条
８ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

○酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に関する懇話会要綱 （抜粋）
第1条 介護保険法第117条及び老人福祉法第20条の8の規定に基づく、高齢者保健福祉計画及
び介護保険事業計画の策定に当たり、広く住民の意見を聴取するため、酒田市高齢者保健福祉
計画及び介護保険事業計画策定に関する懇話会(以下「懇話会」という。）を設置する。
第2条 懇話会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療及び保健団体関係者 (2) 介護及び福祉団体関係者 (3) 地域団体関係者 (4)
識見を有する者 (5) その他市長が必要と認める者
第3条 委員の任期は、一の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定が終了するまでと
する。
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 懇話会は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇話会の会議には、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を
聴くことができる。
第6条 懇話会の事務局は、健康福祉部に置く。

15

計画策定懇話会
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17（出典：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長介護資料Ｒ0503）



計画策定スケジュール（案）
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～令和５年３月 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査

５月 策定委員の依頼、懇話会委員の推薦依頼

６月 第１回策定委員会（概要、スケジュール等）→7/3開催

７月 第１回懇話会（概要、スケジュール等）

第２回策定委員会（８期計画の現状と課題、９期計画の基本方針、施設整備・日常生活圏域原案等）

第２回懇話会（８期計画の現状と課題、９期計画の基本方針）

　　　　　９月 議会民生常任委員勉強会（８期計画の現状と課題、９期計画の基本方針）

　　　　１０月

第３回策定委員会（保険料、施設整備、日常生活圏域、骨子・計画案等）

第３回懇話会（保険料・施設整備・日常生活圏域の考え方、骨子・計画案等）

民生常任委員勉強会（保険料・施設整備・日常生活圏域の考え方、骨子・計画案等）

第４回策定委員会（計画案の最終報告）

政策会議・庁議（保険料・施設整備・日常生活圏域）

第４回懇話会（計画案の最終報告）

民生常任委員勉強会（保険料、計画案の最終報告）

パブリックコメントの実施（～２月）

　　　　　２月 地区で計画説明会を開催

介護保険条例の改正（保険料等）を議会に上程

計画最終案決裁

県へ計画提出

　　　　　８月

令和６年１月

　　　　　３月

　　　　１２月

１１月
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・計画期間は令和３年度から令和５年度まで

・団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）の高齢者介護
や福祉のあるべき姿を念頭に置き、また、いわゆる団塊ジュニア世代が
６５歳以上となる２０４０年（令和２２年）を見据え

・期間中の３年間の介護サービス利用量等見込みだけではなく、２０２
５年（令和７年）、２０４０年（令和２２年）の見込みも示した

2015 2025 2040

団塊世代が65歳に 団塊の世代が75歳に 団塊ジュニア世代が65歳に

第６期計画
平成２７年

～平成２９年
第７期計画

平成３０年

～令和２年

第８期計画

令和３年

～令和５年

第９期計画

令和６年

～令和８年

２０４０年を見通すと、８５歳以上人口が急増し、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など、様々な

ニーズのある要介護高齢者が増加することが見込まれる。

４ 第８期計画について



（１）第８期計画の基本理念・基本目標・重点事項
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基本目標１ 健康で、生きがいのある生活
重点事項 １ さかた健康づくりビジョンの普及推進

２ 生きがいづくり・社会参加の推進

基本目標２ 地域包括ケアシステムの推進
重点事項 ３ 多様な生活支援サービスの確保

４ 医療との連携強化
５ 自立支援・介護予防の推進
６ 認知症施策の推進
７ 高齢者の権利擁護の推進

基本目標３ 介護保険事業の適正な運営
重点事項 ８ 介護給付費等適正化事業

９ 介護サービス基盤の整備
10 災害・感染症に対する備え
11 介護人材確保及び業務効率化への取り組みの強化

基本理念 誰もがいきいきと暮らしやすいまち



（２）重点事項・事業運営の主要課題
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①重点事項３：多様な生活支援サービスの確保

重層的支援体制整備事業（Ｐ32）
地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応し、包括的に福祉サービスを提供する

ため、①相談支援（包括的相談支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ事業）、②参加
支援事業、③地域づくり事業を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」の実施体制
について、健康福祉部内に検討会を設置し、検討を行います。
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②重点事項４：医療との連携強化

在宅医療・介護連携推進事業（Ｐ38）
在宅医療・介護連携支援室ポンテを中心に、多様な生活課題を抱えた高齢者を支援する

多職種が参加するサポート研修会を積極的に行います。入退院支援や看取り、認知症、感
染症等への対応について、会議や研修会等を通して、医療・介護が連携して取り組む体制
づくりを進めます。また、医療圏域が同じ隣接自治体と相互連携を図っていきます。

【酒田市「人生会議ノート」～エンディングノート】

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

多種職連携会議 6回 4回 5回

研修会・ワークショッ
プ・講演会

10回 9回 13回

383人 341人 342人
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③重点事項５ 自立支援・介護予防の推進

介護予防・生活支援サービス（Ｐ40）
地域の支え合いの体制づくりを推進し、軽度な生活支援が必要な方に対して効果的な支

援等を可能とするため、令和７年度までに通所型サービスＢの体制を市内３６か所に構築
していきます。

一般介護予防事業（フレイル予
防）

介護予防サービス
介護
サービ
ス

地域の
サロン

住民主体

しゃん
しゃん元
気づくり
事業

住民主体
補助あり

いきいき
百歳体操

住民主体

総合事業
B型

住民主体
補助あり

総合事業A
型
（時短のデ
イサービ
ス）

現行相当

（デイ
サービ
ス）

各サロン
による

月１回以上
5人以上参加

計212団体

週1回以上
3人以上参
加
※87団体

週1回以上
ｺﾐｭﾆﾃｨ振興
会単位で実
施
※16団体

市独自基準
（食事・入浴
なし）

国基準
（食事・入
浴あり）

国基準

健康

事業対象者
(チェックリ
スト該当者)

要支援１・２

要介護１～５

フ
レ
イ
ル
予
防
が
必
要 ※令和4年度実績
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①「認知症安心ガイドブック」改定
②認知症サポーター養成講座の開催
③チームオレンジ創設に向けた取り組み
④あんしん声かけ運動「さかた声かけ隊」の
登録
⑤認知症講演会の開催
⑥認知症カフェの実施
⑦徘徊高齢者事前登録「安心おかえり登録」
⑧認知症初期集中支援事業【平成29年４月】
認知症の早期診断と、速やかに適切な医療・介

護が受けられるよう、認知症初期集中支援チーム
を設置

④重点事項６：認知症施策の推進（Ｐ48）

【認知症基本法案（R050614成立）の主な概要】
・地方公共団体は、認知症施策に関し、地域の状況に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
・市町村は、認知症施策推進計画を策定するよう努めなければならない。
・基本的施策 予防、保健医療・福祉サービス、相談体制 など
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⑤重点項目９：介護サービス基盤の整備

施設整備等の考え方（Ｐ56～）
施設サービス・地域密着型サービスともに新たな整備は行わない。

(資料交換) 待機者数 R5 集計中→639人
新規入所者数 R2 192人→230人

R3 280人→279人
R4 集計中→273人

【特別養護老人ホーム(特養)・認知症対応型共同生活介護(GH)待機者の状況】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

待機者数 856人 883人 819人 686人 649人 653人

上位待機者数 163人 180人 147人 114人 173人 196人

新規入所者数 168人 164人 91人 243人 207人 215人

ＧＨ 待機者数 - - - - - -

老健10
ミニ特29

ＧＨ9

ミニ特29

ＧＨ18
ＧＨ18

H３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

待機者数 643人 653人 692人 702人 681人 639人

上位待機者数 159人 194人 186人 231人 222人 集計中

新規入所者数 235人 235人 230人 279人 273人 -

ＧＨ 待機者数 - 158人 - - 148人 -

看多機29 ミニ特29

出典：特養「介護老人福祉施設入所申し込み者の状況調査」、ＧＨ「居所変更実態調査結果」

※老人保健施設「老健」、看護小規模多機能型居宅介護「看多機」

計画期間 第７期 第８期

年度

特養

参考：施設整備

計画期間 第５期 第６期

年度

特養

参考：施設整備
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【上位待機者の状況（令和4年5月末時点）】

・特別養護老人ホームの判定会議において、「入所が必要」と考えられる点数を超えてい
る待機者を「（入所順位）上位待機者」と定義
・待機者681人のうち、32.6％にあたる222が上位待機者施設

■待機場所

112人 → ■居宅待機者サービス利用状況

56人 15人

0人

13人

16人 訪問系利用 21人 18.8%

0人 通所系利用 66人 58.9%

3人 看多機※利用 1人 0.9%

15人 短期入所利用 58人 51.8%

7人 ※重複利用あり

222人 ※看護小規模多機能型居宅介護

在宅待機者（資格喪失・入院中を除く）

資格喪失（入所前に死亡）

合計

有料老人ホーム・サ付き住宅等

医療機関

グループホーム

ケアハウス

養護老人ホーム

小規模多機能型居宅介護

居宅

介護老人保健施設

介護療養型医療施設



○国が示す日常生活圏域の設定
それぞれの地域の特性を踏まえ、概ね30分以内に必要なサービスが提供される区域として、

中学校区単位、あるいは人口２～３万人単位で設定するものとしている。

○本市における日常生活圏域の設定の考え方
面積や人口だけでなく、小中学校区、旧行政区、住民の生活形態、地域づくり活動の単位など

地域の特性を総合的に勘案した圏域とし、概ね中学校区（当時）を１つの日常生活圏域として計
10圏域を平成18年度に設定し、現在もその圏域を踏襲し、地域包括ケアの基盤としている。

【現状と課題】
・令和５年３月末現在では、各圏域での高齢者人口に不均衡が生じ、最大と最小ではその人口の
比が3.7倍となっている。（最大5,973人（かわみなみ）、最小1,633人（まつやま））

・高齢者人口の将来推計を踏まえると、圏域ごとの高齢者人口の不均衡は拡大する傾向にある。
（Ｒ４_3.7倍→Ｒ10_3.8倍）

・将来、総人口、高齢者人口の減少により、現在のセンター数を維持することが困難になる。
・地域包括支援センターの職員配置について、介護保険法により高齢者３千人以上は３職種（保
健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員）の配置であるが、３千人未満は２職種となってお
り、高齢化の進展に伴って増加するニーズへの対応で、職員の負担が増加している。

・上記のとおり地域包括支援センター間に機能格差が生じているが、人材の確保が困難である。
・地域包括支援センターの業務は年々増加するとともに、世代や属性を超えた相談や複雑・複合
化した課題が多くなっており、対応が困難となっている。

28
「日常生活圏域の見直し」と「地域包括支援センターの機能強化への対応」が必要

⑥日常生活圏域および地域包括支援センターのあり方(P63)

第８期計画期間中に、酒田市介護保険運営協議会や地域包括支援センター運営協議会等で
の議論を踏まえ、日常生活圏域の再設定と地域包括支援センターの再編を進めます。



【地域包括支援センターにかかる制度改正の経緯】
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平成１８年度
①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメン
ト支援業務
●基準職員配置

平成２７年度
⑤在宅医療・介護連携推進事業
⑥生活支援体制整備事業
⑦認知症総合支援事業

●生活支援コーディネーター配置

令和６年度～
＋重層的支援体制事業の実施
＋認知症基本法の成立
－介護予防支援（介護予防ケアプ
ラン）の受託事業者拡大
－総合相談支援事業の一部委託化

圏域
小学校

（コミ振地区）名
地域
包括名

人口
(特養等を
除く)

高齢者人
口(特養等
を除く)

基準職
員数

生活支
援

コーディ
ネーター

数

設置法人

第１ 琢成・松陵 なかまち 10,968 4,684 3 1 (医)健友会

第２ 浜田・若浜・飛島 にいだ 12,402 4,582 3 1 (社福)酒田市社会福祉協議会

第３ 松原・亀ケ崎(亀城・港南) はくちょう 18,651 5,662 3 1 (社福)光風会

第４ 富士見・泉 あけぼの 12,906 3,969 3 1 (社福)友和会

第５ 浜中・黒森・十坂・宮野浦・新堀・広野 かわみなみ 16,590 5,973 3 1 (社福)正覚会

第６ 鳥海(南遊佐・本楯・上田)・西荒瀬 ほくぶ 6,381 2,757 2 1 (医)宏友会

第７ 平田(東平田・中平田・北平田) ひがし 3,924 1,772 2 1 (社福)東平田福祉会

第８ 一條・八幡 (観音寺・大沢・日向) やわた 4,991 2,210 2 1 (社福)幾久栄会

第９ 松山 (南部・松嶺・内郷・山寺) まつやま 3,611 1,633 2 1 (社福)さくら福祉会

第10 南平田(田沢・南平田・東陽郡鏡・山
谷・砂越・砂越緑町)

ひらた 5,408 2,221 2 1 (社福)平田厚生会

日常生活圏域の状況と地域包括支援センター職員の状況

人口、高齢者人口：令和５年3月３1日現在



日常生活圏域の見直しについて

○本市における日常生活圏域の見直しの考え方
前述の課題を解消するため、本市における日常生活圏域を見直すこととし、その際には、次の

考え方を基本とする。
・地域包括ケアシステムの推進には、地域住民の協力が不可欠なことから、民生児童委員やコ
ミュニティ振興会などの区域との整合をとった圏域の設定とする。
・複雑・複合化した課題を包括的に受け止める体制の整備に資する圏域の設定とする。
・高齢者人口の不均衡を是正する設定とする。
・地域包括支援センターの機能強化を図るため、３職種配置が必須となるよう圏域の高齢者人口
が3,000人以上となるよう設定する。
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上記の考え方を踏まえ、第９期（令和６年度～令和８年度）計画中に本市の
日常生活圏域を現行の10圏域から現在の中学校区を基本とした７圏域に見
直す。

メリット デメリット

・圏域を中学校区とすることで、民生児童委員や
コミュニティ振興会など地域住民等との連携を深
めることができる。
・上記の連携を図ることが重層的支援体制整備事
業の推進につながり、包括的な支援体制の構築に
資することになる。
・圏域ごとの高齢者人口の不均衡が是正される。
・全圏域で３職種配置になり、地域包括支援セン
ターの機能強化が図られる。

・対象となる地域が広がる圏域の場合、相談１件
あたりの所要時間が長くなる恐れがある。
・上記により問題の早期発見・対応が難しくなる
恐れがある。
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日常生活圏域の見直しについて
日常生活圏域の見直しについて

日常生活圏域設定のポイント（案）

①概ね中学校区単位で設定

【酒田市地域コミュニティまちづくり協働指針 令和５年２月】
（地域コミュニティ組織および市の果たす役割）
地域に住む全てのひとが、住み慣れた地域の中で自分らしく安心した生活が送れるよう、公的福祉サー

ビスに加え、コミュニティ振興会、自治会、民生委員などの関係団体との連携・協働による地域福祉活動
を、社会福祉協議会、地域包括支援センターとともに推進します。
（中学校区をエリアとする地域連携）
地域コミュニティの持続的発展に向け、「酒田型スクール・コミュニティ」として、中学校区をエリア

とする地域連携の深化に取り組みます。（中略）中学校区の複数のコミュニティ振興会の連携事業や事業
者等各種団体等と地域コミュニティ組織との連携事業など、多様な主体をつなぎ相乗効果を生み出す取り
組みを推進します。

②コミュニティ振興会は同一圏域となるよう配慮（浜田・泉等）

【国が示す第８期計画基本指針 】
（日常生活圏域の設定）
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するため

の施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、（中略）例えば中学校区単位等、地域の実情に応
じた日常生活圏域を定めること。
なお、日常生活圏域の設定については、自治会や町内会など既存コミュニティの活動にも配慮して定め

ることが重要である。

③今後１０年程度は各圏域内の高齢者人口が３，０００人を超えるよう設定



地域包括支援センターは、地域の最前線に立ち、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として期待される
ことから、現状の課題や今後求められる役割を勘案しながら、複合的に機能強化を図る必要がある。

地域包括支援センターの機能強化の方向性について
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機能強化の方向性
①人員体制
→業務量に応じた配置、人員体制強化
○相談件数の増加等を勘案し、センターの業務量に応
じた適切な人員配置を検討
○３職種配置による人員体制の強化

②業務内容の見直し
→センター間の役割分担・連携強化
○センター間の役割分担・連携を強化するため、基幹
型センターの設置を検討

③効率的な運営
→ＰＤＣＡを充実
〇市町村運営協議会等による評価の取組、ＰＤＣＡの
充実等、継続的な評価・点検の取組を強化

９期計画では、人員体制の強化とＰＤＣＡの充実を実施し、基幹型センターの設置につ
いて検討する。

（出典：全国介護保険担当課長会議資料R0503)
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⑦介護保険料（Ｐ73～）

給付費等の
見込額×約23％

(P4参照)

保険料以外の
財源の見込額

第１号
被保険者数

+
所得段階補正

事業運営
期間内月数

予定保険料
収納率

９８.８％

令和３年度～令和５年度まで
３か年の保険料収納必要額

保険料基準額（第８期の基準月額）

―

約８１．６億円

÷ ÷

約35,940人
３６月

÷

＝ ６，３８０円

―

介護保険準備
基金取崩額
434,000千円

【第８期保険料算定】

令和5年3月末残高
1,250,056千円
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【介護保険料の推移】

【参考：他市の保険料と、１人あたりの介護・診療費】

※高齢者１人あたり介護給付費は、厚生労働省HP「令和2年度介護保険事業状況報告（年報）より
※後期高齢者１人あたりの診療費は、県広域連合HP「令和2市町村別費用実績（被保険者数３月～２月）」より

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

年度 H12～14 H15～17 H18～20 H21～23 H24～26 H27～29 H30～R2 R3～R5

基準額 2,500円 3,560円 4,320円 4,362円 5,200円 6,100円 6,480円 6,380円

増加額 1,060円 760円 42円 838円 900円 380円 -100円

増加率 142.4% 121.3% 101.0% 119.2% 117.3% 106.2% 98.5%

借入 有 有 有 有

全国平均 2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,514円 5,869円 6,014円

第８期
保険料

介護保険料
基準月額

県内13市
順位

高齢者１人あたり
介護保険給付費

後期高齢者１人あたり
療養給付費

計

酒田市 6,380円 9 311,507円 594,229円 905,736円

山形市 5,800円 12 271,027円 730,550円 995,252円

米沢市 6,100円 5 296,557円 723,700円 1,008,834円

鶴岡市 6.580円 1 324,094円 599,571円 943,006円

県平均 6,110円 ― 289,834円 666,374円 939,992円

全国平均 6,014円 ― ― ― ―


